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別表第三　特定化学物質等（第六条、第十五条、第十七条、第二十一条、第二
十二条関係）

一　第一類物質

　１　ジクロルベンジジン及びその塩

　２　アルフア―ナフチルアミン及びその塩

　３　塩素化ビフエニル（別名ＰＣＢ）

　４　オルト―トリジン及びその塩

　５　ジアニシジン及びその塩

　６　ベリリウム及びその化合物

　７　ベンゾトリクロリド

　８　１から６までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は７
に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物（合
金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限

二　第二類物質

　１　アクリルアミド

　２　アクリロニトリル

　３　アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限
る。）　３の２　インジウム化合物

　３の３　エチルベンゼン

　４　エチレンイミン

　５　エチレンオキシド

　６　塩化ビニル

　７　塩素

　８　オーラミン

　９　オルト―フタロジニトリル

　１０　カドミウム及びその化合物

　１１　クロム酸及びその塩

　１１の２　クロロホルム

　１２　クロロメチルメチルエーテル

　１３　五酸化バナジウム

　１３の２　コバルト及びその無機化合物

　１４　コールタール

　１５　酸化プロピレン

　１６　シアン化カリウム

　１７　シアン化水素

　１８　シアン化ナトリウム

　１８の２　四塩化炭素

　１８の３　一・四―ジオキサン

　１８の４　一・二―ジクロロエタン（別名二塩化エチレン）

　１９　三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフエニルメタン

　１９の２　一・二―ジクロロプロパン

　１９の３　ジクロロメタン（別名二塩化メチレン）

　１９の４　ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト（別名ＤＤＶＰ）

　１９の５　一・一―ジメチルヒドラジン

　２０　臭化メチル

　２１　重クロム酸及びその塩

　２２　水銀及びその無機化合物（硫化水銀を除く。）

　２２の２　スチレン

　２２の３　一・一・二・二―テトラクロロエタン（別名四塩化アセチレン）

　２２の４　テトラクロロエチレン（別名パークロルエチレン）

　２２の５　トリクロロエチレン

　２３　トリレンジイソシアネート

　２３の２　ニツケル化合物（２４に掲げる物を除き、粉状の物に限る。）

　２４　ニツケルカルボニル

　２５　ニトログリコール

　２６　パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン

　２７　パラ―ニトロクロルベンゼン



　２７の２　砒素及びその化合物（アルシン及び砒化ガリウムを除く。）

　２８　弗化水素

　２９　ベータ―プロピオラクトン

　３０　ベンゼン

　３１　ペンタクロルフエノール（別名ＰＣＰ）及びそのナトリウム塩

　３１の２　ホルムアルデヒド

　３２　マゼンタ

　３３　マンガン及びその化合物（塩基性酸化マンガンを除く。）

　３３の２　メチルイソブチルケトン

　３４　沃化メチル

　３５　硫化水素

　３６　硫酸ジメチル

　３７　１から３６までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で
定めるもの

三　第三類物質

　１　アンモニア

　２　一酸化炭素

　３　塩化水素

　４　硝酸

　５　二酸化硫黄

　６　フエノール

　７　ホスゲン

　８　硫酸

　９　１から８までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定
めるもの


